


（別紙）【カスタマーハラスメントに該当する可能性のある行為の例】 

 

・長時間又は繰り返しの電話や面談によるクレーム 

・揚げ足取り、言いがかり、話のすり替え 

・非協力的言動（説明を聞いていただけない、説明や謝罪に納得していただけ

ない、自己主張ばかりで話が進まない） 

・暴言（怒鳴る、恫喝、罵声） 

・精神的な攻撃（侮辱、差別的発言、誹謗中傷） 

・身体的、物理的な攻撃（暴行、傷害、物の投げつけ、机等を蹴る、たたく） 

・脅迫（「殺す」「押しかける」などの発言、ＳＮＳやマスコミへの暴露をほの

めかす、凶器をちらつかせる） 

・セクシャル・ハラスメント（つきまとい、わいせつな言動） 

・過度な要求（金銭要求、制度上不可能なことの強要、担当業務以外の苦情） 

・権威の行使（優位な立場を利用した暴言や特別扱いの強要） 

・土下座や文書での謝罪の強要 

・無断での撮影やＳＮＳへの投稿 

 

※以上は例示であり、これらに限られるものではありません。 


